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１．機構の概要

1

外国人技能実習機構について

○ 設置根拠 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

○ 法人形態 認可法人（法務大臣及び厚生労働大臣が設立を認可）

○ 目的 外国人の技能等の修得等に関し、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた
開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を推進することを目的とする。

○ 設立 平成２９年１月２５日（設立登記日）

○ 役職員 理事長 鈴木 芳夫

理 事 川口 達三

小出 賢三

金原 主幸

監 事 杉澤 直樹

藤川 裕紀子（非常勤）

○ 予算 交付金 62億9,194万円（令和２年度予算）

○ 業務内容 １．技能実習計画の認定
２．実習実施者や監理団体への実地検査
３．実習実施者の届出の受理
４．監理団体の許可に関する調査
５．技能実習生に対する相談・援助等

○ 本部所在地
海岸庁舎（総務部・国際部・監理団体部・技能実習部）

〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X ３階
URL: https://www.otit.go.jp/

○ 地方事務所・支所 13か所（札幌、仙台、東京、水戸、長野、名古屋、富山、大阪、広島、高松、松山、福岡、熊本）
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https://www.otit.go.jp/
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機構の組織・体制について

理事長

技能実習部

総務部

理事

東京事務所
水戸支所
長野支所

大阪事務所

広島事務所

福岡事務所
熊本支所仙台事務所

札幌事務所

高松事務所
松山支所

監理団体部

監事

名古屋事務所
富山支所

総務課

指導課

企画・広報課

審査課

認定課

援助課

所長

認定課

指導課

総務課

地方事務所
（１３か所（本所８ヶ所、支所５ヶ所））

○法人の庶務・人事等に関する事項

○監理団体等のデータベース管理に関する事項

○実習実施者・監理団体への報告要求、実地検査
業務に関する事項

○監理団体の許可に係る調査業務に関する事項

○実習先変更支援や母国語相談等に関する事項

○技能実習計画の認定及び実習先
変更支援に係る業務

○監理団体等への実地検査業務

○地方事務所の庶務業務

○技能実習計画の認定に係る業務の運用管理に関
する事項

会計課

情報システム課

○法人の会計経理に関する事項

○法人の企画、広報、地方事務所に関する事項

○外国機関等からの照会対応、送出し機関情報の
収集・管理に関する事項国際部監査室

※支所は支所長

国際第一課

国際第二課 ○外国機関等からの照会対応、送出し機関情報の
収集・管理に関する事項（国際第一課の所掌に属す
るものを除く）
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２．機構の主な業務

4



2020/8/5

4

監理団体の許可・技能実習計画の認定等に係る手順について

技能実習生の受入れ

外国人技能
実習機構

法務大臣

（地方出入国在留管理局長）

監理団体の許可 技能実習計画の認定等

監理団体の許可申請監理団体
（事業協同組合等）

団体の体制等を予備審査

外国人技能
実習機構

監理団体の許可主務大臣

○許可基準に適合すること

・ 監理事業を適正に行う能力を有すること
・ 外部役員の設置又は外部監査の措置を行って
いること など

○欠格事由に該当しないこと

・ 一定の前科がないこと
・ ５年以内に許可取消しを受けていないこと
・ ５年以内に出入国又は労働に関する法令に関し
不正又は著しく不当な行為をしていないこと など

主務大臣（法務大臣・厚生労働大臣）
へ報告

技能実習計画の作成実習実施者

＋監理団体

技能実習計画の認定申請実習実施者

計画の内容や受入体制の適正性等を審査

○認定基準に適合すること

・ 技能実習生の本国において修得等が困難な
技能等であること
・ １号又は２号の技能実習計画で定めた技能検定
又は技能実習評価試験に合格していること（２号
又は３号の計画認定時） など

○欠格事由に該当しないこと

・ 一定の前科がないこと
・ ５年以内に認定取消しを受けていないこと
・ ５年以内に出入国又は労働に関する法令に関し
不正又は著しく不当な行為をしていないこと など

技能実習計画の認定手続へ

技能実習計画の認定

在留資格認定証明書の交付等

在留資格認定証明書の交付申請等技能実習生
（監理団体が代理）

※ 新規に入国する場合等は

日本大使館等へ査証申請が

必要

※

5

監理団体の許可申請手続

技能実習法に基づき、団体監理型で技能実習生を受け入れる（技能実習生と実習実施者の雇用契約の成立の

あっせんを行うことを含む。）ためには、まずは、主務大臣から監理団体の許可を受けることが必要。
監理団体の許可のための事務は、外国人技能実習機構（機構）が行う。

１ 監理団体の許可

区分 監理できる技能実習 許可の有効期間

特定監理事業 技能実習１号、技能実習２号 ３年又は５年※

一般監理事業 技能実習１号、技能実習２号､技能実習３号 ５年又は７年※

監理団体の許可には、次の二つの事業区分がある。
どの段階までの技能実習の監理事業を行うのかを確認の上、許可申請を行うことが必要。

２ 監理団体の許可の区分

※前回許可期間内に改善命令や業務停止命令を受けていない場合

6
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技能実習計画の認定申請手続

技能実習法に基づき、技能実習生を受け入れるためには、技能実習生ごとに「技能実習計画」を作成し、その

技能実習計画が適当である旨、外国人技能実習機構（機構）の認定を受けることが必要。

１ 技能実習計画の認定

技能実習の受入れ形態は２種類（企業単独型及び団体監理型）あるほか、その形態ごとの第１号、第２号又は
第３号の技能実習の区分に応じて、その都度、申請者（技能実習を行わせようとする方）が計画を作成。

・ 団体監理型の場合、監理団体（あらかじめ機構に対して申請の上、監理団体の許可を受ける必要あり）の指導に基づいて計画を作成。
・ 機構から技能実習計画の認定を受けた後は、別途、地方出入国在留管理局において技能実習生の入国・在留に係る手続が必要。

２ 技能実習計画の種類

7

機構が行う実地検査

機構の職員が認定された技能実習計画に従って技能実習を実施して
いるかや監理事業の状況等、技能実習の実施状況について検査を行う
もの。
（許可・認定の審査と共に、技能実習制度の適正な運用の確保のための中心的な役
割を果たす業務）

【参考】外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（抄）

（機構による事務の実施）
第十四条 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第十二条第一項の規定により機構に認定
事務の全部又は一部を行わせるときは、この節の規定を施行するために必要な限度において、次
に掲げる事務を機構に行わせることができる。
一 実習実施者等若しくは監理団体等又は役職員等に対して必要な報告又は帳簿書類の提出若
しくは提示を求める事務

二 その職員をして、関係者に対して質問させ、又は実地に実習実施者等若しくは監理団体等
の設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させる事務

２～３ （略）

8
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技能実習生の支援・保護（１）

「母国語相談」として、曜日を決めて主要な言語により、電話やメール等で相談対応を実施。
また、地方事務所・支所においても、電話又は来所による相談対応を実施（平日 ９：００～１７：００）。

１．技能実習生への相談対応

対応言語 対応日時

ベトナム語 月、火、水、木、金 11:00～19:00

中国語 月、水、金 11:00～19:00

インドネシア語 火、木 11:00～19:00

フィリピン語 火、土 11:00～19:00

英語 火、土 11:00～19:00

タイ語 木、土 11:00～19:00

カンボジア語 木 11:00～19:00

ミャンマー語 金 11:00～19:00

技能実習生であれば、誰でも電話、電子メール、手紙によって、8か国語での申告・相談が可能。電話料金はフリーダイヤルで無料。

母国語相談の実施日時

技能実習生が母国語で出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣に対して申告を行うことを支援。

・申告とは、技能実習生自らが、実習実施者又は監理団体等の技能実習法令の違反行為について、出入国在留管理庁長官又は厚生労働大臣に申告することをいう。
・実習実施者及び監理団体等は申告したことを理由に、技能実習生に対して技能実習の中止等の不利益な取扱いをしてはならないとされている。

２．技能実習法第49条第1項の申告について

9

技能実習生の支援・保護（２）

第２号技能実習から第３号技能実習に進む段階となった技能実習生は、第３号技能実習に係る実習実施者を自ら
選択することができる。
こうした技能実習生を支援するため、機構は、３号技能実習生の受入れを希望する監理団体の情報を提供する

「実習生向け実習先変更支援サイト」（https://www.support.otit.go.jp/jisshu/）を開設。

４．技能実習生の実習先変更支援（３号移行時）

３．技能実習生の実習先変更支援（実習継続困難時）

技能実習を開始した実習実施者において技能実習の継続が困難になった場合で、かつ、技能実習生が技能実習の継
続を希望する場合には、実習先の変更ができる。
実習先の変更支援に当たっては｢監理団体向け実習先変更支援サイト｣(https://www.support.otit.go.jp/kanri/)

を開設するとともに、実習実施困難時に監理団体及び実習実施者が新たな実習先を確保する努力を尽くしてもなお確
保できない場合には、機構が新たな受入れ先となり得る監理団体の情報を提供する個別支援を行う。

技能実習生が監理団体又は実習実施者から不適正な行為を受けたことに起因し、監理団体又は実習実施者が確保
する宿泊施設に宿泊することができない、又は宿泊することが相当でない場合には、機構として、当該実習生に対
し、一時宿泊先の提供等の支援を行う。

５．技能実習生への一時宿泊先の提供

６．技能実習生への技能検定等の受検手続支援

機構では、技能実習生が、技能実習の各段階において、技能検定等を適切に受検し、次の段階に円滑に移行できる
よう、監理団体（企業単独型技能実習の場合は実習実施者）からの申請に基づき、試験実施機関への取次ぎ、合否結
果の迅速な把握及び当該結果の技能実習計画認定審査への円滑な反映等につなげていくこととしている。

○作成部数 約６９万部
〇作成言語 ９か国語（ベトナム語、中国語、インドネシア語、タガログ語、タイ語、モンゴル語、

ミャンマー語、カンボジア語、英語）

７．技能実習生手帳の配布

10

https://www.support.otit.go.jp/jisshu/
https://www.support.otit.go.jp/kanri/
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３．各種統計

11

※実績値は速報値に基づくもの。

新たな技能実習制度における件数（１）（四国地区ブロック）

一般監理事業 特定監理事業 合計

香川県 ４３件 ３４件 ７７件

徳島県 ３１件 １５件 ４６件

愛媛県 ２９件 ２２件 ５１件

高知県 ９件 １１件 ２０件

１ 監理団体許可件数（令和２年６月８日現在）

12
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新たな技能実習制度における件数（２）（四国地区ブロック）

２ 技能実習計画認定件数（令和２年５月３１日現在）

13

担当区域 企業単独型 団体監理型 合計

高松事務所
香川県
徳島県

２７９件 １７９５４件 １８２２４件

松山支所
愛媛県
高知県

２７６１件 １９１９７件 ２１９５８件

新たな技能実習制度における申請等件数（２）

母国語相談件数 ７，１０３件（電話４，７７９件、メール２，２８９件、手紙３５件）
【主な相談内容】
〇技能実習制度に関すること
○賃金・時間外労働等の労働条件に関すること
〇管理に関すること
〇途中帰国に関すること
〇実習先変更に関すること

３ 相談件数（令和２年３月末現在）

14
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新たな技能実習制度における申請等件数（３）

３．申告・援助・支援件数（令和２年３月末現在）

申告件数 ２２３件

実習先変更支援件数 １１０件

宿泊援助件数 ７１件

【主な実習先変更理由】

〇実習実施者と技能実習生との間の諸問題

〇実習実施者の倒産・経営悪化

４．受検支援件数（令和２年３月末現在）

受検支援 取次人数 ６０６，５４３件

15



機構における新型コロナウイルス感染症に係る対応概要

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響等の把握及び対応について

外国人技能実習機構においては、地方事務所・支所、母国語相談等により、監理団体、実習実施者及び技能実習生等から
の相談を受け、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響や監理団体等からの要望についての把握に努め、主務省庁
に報告するとともに、主務省庁が作成したQ&Aや周知用リーフレット等を用いて、技能実習制度その他制度について説明する
等、的確に対応している。

〇以下の相談について、主務省庁作成のQ&A等を用いて、技能実習計画の申請等技能実習制度に係る手続きを案内す
るとともに、在留資格の取扱い等その他制度についても説明
１ 入国が当初の予定より遅れる等、技能実習生の来日が困難になるとの相談
２ 技能実習を修了したが、飛行機のチケットが手配できない等、技能実習生の帰国が困難になるとの相談
３ イベント等の自粛要請により、技能検定が受検できなくなった等、技能実習生が次の段階の技能実習への円滑な移行が困難
になるとの相談
４ 「特定技能１号」への移行の準備に時間を要する等、技能実習生が特定技能への円滑な移行が困難になるとの相談

新型コロナウイルス感染症の主な対応概要について

〇以下の技能実習制度の取扱いについて、当面の措置として技能実習計画の認定を行う等、柔軟な対応の実施
１ 技能実習責任者等の養成講習の受講が困難となった場合の取扱い
２ 入国後講習の受講に当たり、新型コロナウイルス感染症への感染防止等の観点から、座学による講習の実施が困難となった
場合の取扱い
３ 繊維・衣服関係の職種の実習実施者が、技能実習生をマスク等の医療用資材の製造に従事させる場合の取扱い
４ 実習実施者に対する監査や訪問指導の実地確認が著しく困難となった場合についての取扱い

※詳細は機構ホームページに掲載されている「新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について（周知）」を参照



調査

※　当該資料の著作権は当機構が有しておりますが、利用する際、事前の当機構への許諾は基本的に不要です。

日本語 English 中文 Tiếng Việt Tagalog Bahasa Indonesia ภาษาไทย ភាសា��� រ ���������� Монголхэл

HOME > 調査・統計 > 調査

法人番号　5010405015455
認可法人  外国人技能実習機構
本部　 〒108-0022　東京都港区海岸3-9-15　LOOP-x3階
　　　　　※電話番号については、所在地・連絡先のページをご覧ください。

制度のあらまし 監理団体の皆様へ 実習実施者の皆様へ   ぎのうじっしゅうせい
のみなさまへ

技能実習生の皆様へ
外国人技能実習
機構について お問い合わせ先の

ご案内

調査・統計

調査

統計

平成30年度技能実習制度に関する調査 （English）
別添１　帰国後技能実習生フォローアップ調査（概要）
           (English) (中文) (Tiếng Việt ) (Tagalog) (Bahasa Indonesia) (ภาษาไทย)

   別添２　帰国後技能実習生に対する支援実態等調査（概要）
              (English) (中文) (Tiếng Việt ) (Tagalog) (Bahasa Indonesia) (ภาษาไทย)

帰国後技能実習生のフォローアップ・アフターケア等に関する取組事例
技能実習期間中の課外活動に関する取組事例

yr001267
テキストボックス
別紙１(フォローアップ調査)



令和元年10月1日

「平成30年度技能実習制度に関する調査」の結果を公表します

外国人技能実習機構では、下記の調査を実施し、結果をとりまとめましたので、公表し

ます。

外国人技能実習機構は、今回の調査結果を踏まえ、今後とも、制度の適正・円滑な運用 

を図るとともに、広く関係者の皆様に技能実習制度についての理解が深まるよう努めてま

いります。

１ 帰国後技能実習生フォローアップ調査（技能実習生対象のアンケート調査）

技能実習を修了して帰国した技能実習生に対して、帰国後の就職状況や職位の変化、 

日本で修得した技術・技能・知識の活用状況などについて調査を実施したものです。平

成30年度の調査対象者は、２号の技能実習を修了した技能実習生のうち、平成30年８月

から11月までの間に自国（中国、ベトナム、インドネシア、フィリピン及びタイ）に帰

国（予定を含む）した19,468人で、うち5,257人の有効回答がありました。

２ 帰国後技能実習生に対する支援実態等調査（監理団体等対象のアンケート調査）

技能実習生を受け入れている監理団体及び企業単独型実習実施者（以下「監理団体

等」という。）に対して、平成29年度に帰国した技能実習生の就職、技能移転に係る支

援のほか、技能実習中の技能実習生の技能等の修得状況などについて調査を実施したも

のです。監理団体等2,072のうち1,545の有効回答がありました。

【調査結果のポイント】

帰国後技能実習生フォローアップ調査

・ 技能実習期間を通じて学んだことが「役に立った」と回答した人は98.2％となって

いる。

・ 役に立った具体的な内容は、「修得した技能」が75.3％と最も高く、「日本での生

活経験」が68.5％、「日本語能力の修得」が68.3％と続く。

・ 帰国後の就職状況について「雇用されて働いている（22.2％）」、「雇用されて働

くことが決まっている（9.1％）」または「起業している（15.0％）」と回答した人



が合計で46.2％となっている。

・ 従事する仕事の内容は、「実習と同じ仕事（48.2％）」または「実習と同種の仕事

(19.8％）」と回答した人が合計で68.0％となっている。

※ 別添１ 帰国後技能実習生のフォローアップ調査（概要）

帰国後技能実習生に対する支援実態等調査

・ 帰国後の就職状況について「雇用されて働いている（44.5％）」、「雇用されて働

くことが決まっている（5.8％）」または「起業している（5.5％）」と回答した合計

が55.9％となっている。

・ 従事する仕事の内容は、「実習と同じ仕事（39.6％）」または「実習と同種の仕事

(20.4％）」と回答した合計が60.0％となっている。

・ 帰国した技能実習生が就職するために「支援を行った」と回答した監理団体等は5

1.2％となっている。

・ 帰国した技能実習生への技能移転を進めるための措置を「執っている」と回答した

監理団体等は37.0％となっている。

・ 現在、在留する技能実習生の技能実習が「計画どおりに進んでいる」と回答した監

理団体等が94.4％となっている。

※ 別添２ 帰国後技能実習生に対する支援実態等調査（概要）

【照会先】総務部企画・広報課

担当者：林、山本、立崎
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平成30年度「帰国後技能実習生フォローアップ調査」（概要）

本調査は、技能実習を修了し帰国した技能実習生について、帰国後の就職状況、職位の変化、日本で修得し
た技術・技能・知識の活用状況などを把握することにより、技能実習生の帰国後の実態を明らかにし、技能実習
制度の適正・円滑な運用を図るための基礎資料とすることを目的とする。

１．調査趣旨

２．調査対象

３．調査方法

４．有効回答数・回収率

技能実習２号を修了した技能実習生のうち、平成30年８月から11月までの間に帰国（予定を含む）した19,468
人（中国、ベトナム、インドネシア、フィリピン及びタイ）

（１）調査対象者の所属する監理団体及び企業単独型実習実施者に対し、対象人数分の母国語調査票を送付、
本人への配付を依頼

（２）調査対象者は帰国後調査票に回答し、母国から郵送にて外国人技能実習機構調査事務局に調査票を返送
（３）回答は無記名、多肢選択方式（一部自由記述欄あり）

調査対象数 有効回答数 回収率

19,468 5,257 27.0%

1

（別添１）
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6.1%
3.1% 3.6%

11.2%

16.1%

24.9%

9.2% 9.7%

14.9%

1.2%

8.3%

2.8%

6.1%
11.5%

18.5%
19.0%

6.9%
7.2%

18.0%

1.7%

9.4%

2.1%

10.9%
9.6%

18.2%

22.7%

11.5%

7.9%

7.0%

0.7%

7.1%

1.8%

12.4%

12.2%
12.6%

24.1%

14.8%

7.5%
6.9%

0.6%

7.6%

2.1%

14.0% 13.3%

10.1%

23.7%

9.9%
8.2% 9.0%

2.1%

0%
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10%

15%

20%

25%
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業
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業

建
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食
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品
製
造

繊
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服
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造
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接
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チ
ッ
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成
形

そ
の
他

無
回
答
・不
明

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

39.3%

39.0%

25.3%

26.7%

28.9%

33.4%

35.8%

38.4%

41.8%

40.5%

27.3%

23.6%

34.0%

29.2%

29.0%

0.0%

1.7%

2.3%

2.4%

1.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

25歳未満

25～29歳

30歳以上

無回答

有効回答者の内訳
技能実習生の性別

技能実習生の職種

「男性」が59.5％、「女性」が39.9％を占めている。

「機械・金属製品製造（23.7％） 」 、 「建設（14.0％）」 、「食料品製造（13.3％）」の順で多くなっている。

技能実習生の年齢

30歳未満が69.3％を占めている。

59.5%

61.0%

50.0%

46.9%

45.7%

39.9%

38.1%

48.7%

52.1%

53.3%

0.7%

0.9%

1.3%

0.9%

1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成30年度

平成29年度

平成28年度

平成27年度

平成26年度

男性

女性

無回答
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69.1%
62.2% 60.8%

49.9%
56.6%

59.4%

48.3% 37.3%
38.8%

11.6%
7.0% 7.6%

0.5%

68.4%

62.4%
62.2%

53.9% 56.8%

57.7%
44.9%

37.1%

33.8%

11.6%

8.3%

4.8%
1.5%

69.8% 57.4%

60.1% 53.0%

53.8%

62.2%

44.2%

37.7%
30.4%

12.3%
10.2%

5.6%

1.5%

73.2%

64.9%

66.2%

57.1%

62.3% 62.1%

53.7%

49.2%

34.6% 14.9% 14.2% 7.1%

1.3%

75.3%

68.5% 68.3%
63.8% 63.0% 62.5%

54.4% 51.0%

35.9%

15.0% 14.0%

6.3%

0.5%
0%

20%

40%

60%

80%
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修
得
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技
能

日
本
で
の
生
活
経
験

日
本
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日
本
で
貯
め
た
お
金

日
本
人
と
の
交
流

職
場
の
安
全
対
策

品
質
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し
た
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進
し
た

無
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答
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明

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

※ 複数回答可

98.4%

96.4%

95.7%

96.9%

98.2%

1.0%

2.9%

2.3%

2.4%

1.5%

0.5%

0.7%

2.0%

0.7%

0.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

役に立った

役に立たなかった

無回答

技能実習の効果
技能実習の効果

技能実習期間を通じて学んだことが「役に立った」と回答した人は98.2％となっている。

役に立った内容

役に立った具体的な内容は、「修得した技能」が75.3％と最も高く、「日本での生活経験」が68.5％ 、「日本語能力の修得」が
68.3％と続く。
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56.5%

18.7%

14.4%

10.4%

52.6%

22.8%

14.7%

9.8%

50.2%

20.3%

18.9%

10.5%

49.9%

19.8%

22.4%

7.8%

48.2%

19.8%

23.6%

8.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

実習と同じ仕事

実習と同種の仕事

実習と異なる仕事

無回答

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

36.7%

14.7%
13.5%

1.6%

23.9%

5.0% 3.3% 1.4%

28.1%

12.3% 10.8%

2.1%

30.4%

8.6%
4.8% 2.9%

28.7%

12.4% 14.2%

1.6%

28.6%

5.7%
3.7%

5.1%

22.0%
13.7%

16.3%

1.7%

29.8%

4.7%

5.3%
6.5%

22.2%

9.1%

15.0%

1.5%

25.3%

4.5%
4.2%

12.8%

1.5%
4.0%

0%

20%

40%

雇
用
さ
れ
て
働
い
て
い

る

雇
用
さ
れ
て
働
く
こ
と

が
決
ま
っ
て
い
る

起
業
し
て
い
る

進
学
し
て
い
る

仕
事
を
探
し
て
い
る

何
も
し
て
い
な
い

そ
の
他

技
能
実
習
３
号
で
戻
る

建
設
（造
船
）特
定
活

動
で
戻
る

無
回
答

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

帰国後の就職状況

従事する仕事の内容

「雇用されて働いている」、「雇用されて働くことが決まっている」または「起業している」と回答した者のうち、従事する仕事の内容が
「実習と同じ仕事（48.2％）」または「実習と同種の仕事（19.8％）」と回答した人は68.0％となっている。

帰国後の就職状況

帰国後の就職状況について「雇用されて働いている（22.2％）」、「雇用されて働くことが決まっている（9.1％）」または「起業している
（15.0％）」と回答した人は46.2％となっている。また、帰国後「仕事を探している」と回答した人は25.3％となっている。なお、職種別の
状況はP９のとおりである。

※「技能実習３号で戻る」及び「建設（造船）特定活動で戻る」は平成30年度から選択肢に追加。
建設（造船）特定活動とは、建設（造船）分野の外国人材受入れのための緊急かつ時限的措置に係る在留資格。

（※）（※）
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67.2%

64.5%

63.3%

66.1%

72.8%

10.4%

12.6%

14.8%

14.1%

10.2%

20.9%

16.1%

14.0%

15.2%

12.5%

1.5%

6.7%

7.9%

4.7%

4.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

全部返還された

一部返還された

全く返還されなかった

無回答

11.6%

16.5%

12.9%

12.3%

13.7%

85.6%

77.8%

83.0%

83.2%

81.5%

2.8%

5.7%

4.1%

4.5%

4.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

保証金等を預け

た

保証金等はない

無回答

保証金の有無等

保証金等の返還の有無

「保証金等を預けた」回答者に対し、返還状況について尋ねたところ、「全部返還された」と回答した人は72.8％となっている。

保証金等の有無

「保証金等はない」と回答した人は81.5％となっている。

※保証金等とは、技能実習生本人または親族などから送出機関や監理団体に預ける金品、不
動産などを指し、実習生本人が失踪した場合等にそれら機関に対する保障に充てられるもの。
なお、日本への渡航費用などの工面のために行う借金のことではない。
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67.3%

69.5%

76.3%

75.5%

75.3%

32.0%

29.3%

21.6%

23.0%

23.2%

0.7%

1.2%

2.0%

1.6%

1.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

困ったことはなかった 困ったことはあった 無回答

3.3% 0.7% 1.0%
0.7% 0.3% 0.2%

0.3%

95.7%

4.8% 2.4% 1.5% 1.2% 1.6% 0.3%
0.5%

92.3%

4.0%
1.3% 0.9%

1.0% 1.1%
0.3%

0.4%

87.6%

4.3%

1.2%
1.3% 0.9% 1.0%

0.3%

0.1%

90.2%

1.8% 0.8% 0.8% 0.6% 0.3%
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97.1%
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平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

※ 複数回答可

在留中の問題の有無

実習期間（在留）中に困ったこと

日本在留中にコミュニケーション以外で困ったことがあったかどうかを尋ねたところ、「困ったことはなかった」と回答した人は75.3％と
なっている。「困ったことはあった」と回答した人の具体的な内容は、「家族と離れて寂しかった」が6１.8％で最も多い。

実習期間（在留）中の禁止事項

「禁止事項がなかった」との回答（無回答を含む）は97.1％となっている。禁止事項の内容は、「携帯電話の使用禁止」が1.8％で最も
多い。



7

在留中の問題
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21.6%
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つ
い
）

仕
事
が
忙
し
す
ぎ
る

仕
事
の
分
担
が
良
く
な
か
っ
た

残
業
が
多
い

残
業
が
少
な
い

日
本
人
か
ら
殴
ら
れ
た
・暴
力
を
ふ
る
わ

れ
た

日
本
人
か
ら
精
神
的
に
嫌
が
ら
せ
を
受
け

た

賃
金
が
少
な
い

残
業
代
が
少
な
い

有
給
休
暇
を
取
得
で
き
な
い

家
族
と
離
れ
て
寂
し
か
っ
た

人
と
の
交
流
が
な
く
孤
独
で
あ
っ
た

住
居
が
良
く
な
い

家
賃
が
高
い

交
通
ル
ー
ル
や
規
律
が
分
か
ら
な
い

病
気
に
な
っ
た
と
き
に
困
っ
た

無
回
答

平成26年度 平成27年度 平成28年度

平成29年度 平成30年度

自由記述欄(その他の意見)
※ 複数回答可

具体的に困ったこと

・技能実習の機会にとても感謝している。
・また日本で働きたい。
・日本は非常に規律正しく快適な国だが、就業中の礼拝への寛容さを得ることが難しい。
・技能実習生が日本語習得にもっと力を入れられるようにしてほしい。
・日本での生活についての説明がもっと頻繁にあるべき。
・実習生のイベントをもっと多く実施してほしい。
・日本に到着して間もない時期には、電話、インターネット等に関するサポートがあったほうが良い。
・今後、母国の企業でも労働安全面が日本の企業と同等の水準になることを期待する。
・社会保険料等の出費が多すぎる。

有効回答した5,257人のうち、783人から意見があった。上記以外の意見の例は以下のとおり。
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帰国後の就職状況（全体）

帰国後の就職状況

帰国後の就職状況について、「雇用されて働いている（22.2％）」「雇用されて働くことが決まっている（9.1％） 」または「起業してい
る（15.0％） 」と回答した人は、 46.2％となっている。
また、「雇用されて働いている」、「雇用されて働くことが決まっている」または「起業している」と回答した者のうち、従事する仕事の
内容が「実習と同じ仕事（48.2％） 」または「実習と同種の仕事（19.8％） 」と回答した人が68.0％となっている。

22.2%

9.1%

15.0%

1.5%

25.3%

12.8%

1.5%

4.5% 4.2%

4.0% 雇用されて働いている

雇用されて働くことが決まっている

起業している

進学している

仕事を探している

技能実習３号で戻る

建設（造船）特活で戻る

何もしていない

その他

無回答

48.2%

19.8%

23.6%

8.4%

実習と同じ仕事

実習と同種の仕事

実習と異なる仕事

無回答

平成30年度 （平成29年度）

雇用されて働いている 22.2％ （22.0％）

雇用されて働くことが決まっている 9.1％ （13.7％）

起業している 15.0％ （16.3％）

上記３つの合計（※１） 46.2％ （52.0％）

進学している 1.5％ （1.7％）

仕事を探している 25.3％ （29.8％）

技能実習３号で戻る（※２） 12.8％ （―）

建設（造船）特定活動で戻る（※２） 1.5％ （―）

何もしていない 4.5％ （4.7％）

その他 4.2％ （5.3％）

無回答 4.0％ （6.5％）

平成30年度 （平成29年度）

実習と同じ仕事 48.2％ （49.9％）

実習と同種の仕事 19.8％ （19.8％）

上記２つの合計（※１） 68.0％ （69.7％）

実習と異なる仕事 23.6％ （22.4％）

無回答 8.4％ （7.8％）

（※１）四捨五入の関係で値が完全に一致しない場合がある。
（※２） 「技能実習３号で戻る」及び「建設（造船）特定活動で戻る」は平成30年度か

ら選択肢に追加。

建設（造船）特定活動とは、建設（造船）分野の外国人材受入れのための緊
急かつ時限的措置に係る在留資格。



9

帰国後の就職状況（職種別）
農業 漁業 建設 食料品製造

繊維・衣服
（縫製）

機械・
金属製品製造

溶接
プラスチック

成形（強化プラス
チック成形含む）

その他

平成30年度
（平成29年度）

平成30年度
（平成29年度）

平成30年度
（平成29年度）

平成30年度
（平成29年度）

平成30年度
（平成29年度）

平成30年度
（平成29年度）

平成30年度
（平成29年度）

平成30年度
（平成29年度）

平成30年度
（平成29年度）

帰
国
後
の
就
職
状
況

雇用されて働いている
22.5％
（18.8％）

27.3％
（22.1％）

13.0％
（13.9％）

23.7％
（28.9％）

38.7％
（38.7％）

20.2％
（18.0％）

19.2％
（14.9％）

27.7％
（29.4％）

19.5％
（19.7％）

雇用されて働くことが
決まっている

7.8％
（9.7％）

6.4％
（7.4％）

6.9％
（12.2％）

7.6％
（10.4％）

13.7％
（16.0％）

9.6％
（15.8％）

10.2％
（14.4％）

7.4％
（15.5％）

9.7％
（12.1％）

起業している
18.3％
（21.1％）

13.6％
（14.7％）

17.4％
（23.7％）

12.4％
（18.6％）

13.0％
（10.2％）

14.6％
（14.6％）

16.3％
（17.8％）

12.3％
（11.7％）

15.6％
（14.0％）

上記３つの合計（※１）
48.5％
（49.6％）

47.3％
（44.2％）

37.4％
（49.8％）

43.8％
（57.9％）

65.4％
（64.9％）

44.4％
（48.4％）

45.7％
（47.0％）

47.4％
（56.6％）

44.8％
（45.8％）

進学している
1.8％
（0.8％）

2.7％
（1.1％）

1.2％
（2.1％）

1.7％
（1.4％）

0.6％
（0.6％）

1.7％
（2.2％）

1.2％
（2.0％）

1.4％
（0.7％）

1.7％
（2.7％）

仕事を探している
24.5％
（31.1％）

20.0％
（32.6％）

22.6％
（29.8％）

23.2％
（27.3％）

15.2％
（21.3％）

30.2％
（31.8％）

26.5％
（31.9％）

27.9％
（29.4％）

28.5％
（36.9％）

技能実習３号で戻る（※２）
9.3％
（―）

18.2％
（―）

18.8％
（―）

12.7％
（―）

10.9％
（―）

12.7％
（―）

11.9％
（―）

12.6％
（―）

9.5％
（―）

建設（造船）特定活動
で戻る（※２）

0.3％
（―）

0.9％
（―）

6.8％
（―）

0.0％
（―）

0.0％
（―）

0.3％
（―）

4.0％
（―）

0.0％
（―）

0.2％
（―）

何もしていない
8.0％
（5.7％）

4.5％
（13.7％）

3.5％
（3.5％）

5.6％
（3.5％）

4.3％
（7.3％）

4.1％
（5.3％）

2.9％
（2.8％）

4.4％
（3.0％）

5.3％
（5.1％）

その他
5.5％
（8.1％）

1.8％
（4.2％）

5.4％
（7.9％）

4.1％
（5.0％）

2.6％
（3.1％）

4.3％
（5.6％）

3.5％
（5.0％）

3.7％
（3.0％）

5.3％
（4.9％）

無回答
2.3％
（4.7％）

4.5％
（4.2％）

4.3％
（6.9％）

8.9％
（4.9％）

0.9％
（2.8％）

2.3％
（6.7％）

4.4％
（11.2％）

2.6％
（7.2％）

4.7％
（4.6％）

仕
事
の
内
容

実習と同じ仕事
47.4％
（42.1％）

42.3％
（38.1％）

37.5％
（40.3％）

41.5％
（42.2％）

65.8％
（72.6％）

48.4％
（45.8％）

50.0％
（46.4％）

51.5％
（55.5％）

41.5％
（55.9％）

実習と同種の仕事
21.6％
（19.5％）

34.6％
（33.3％）

17.8％
（19.4％）

25.5％
（28.8％）

20.4％
（11.2％）

16.1％
（21.6％）

23.1％
（20.4％）

13.2％
（16.7％）

18.9％
（14.7％）

上記２つの合計（※１）
69.1％
（61.6％）

76.9％
（71.4％）

55.3％
（59.7％）

67.0％
（71.0％）

86.2％
（83.8％）

64.4％
（67.4％）

73.1％
（66.8％）

64.7％
（72.2％）

60.4％
（70.6％）

実習と異なる仕事
24.7％
（32.1％）

17.3％
（21.4％）

33.8％
（29.1％）

25.2％
（23.0％）

8.6％
（9.8％）

25.8％
（24.2％）

21.8％
（24.4％）

27.9％
（21.6％）

25.9％
（21.2％）

無回答
6.2％
（6.3％）

5.8％
（7.1％）

10.9％
（11.2％）

7.8％
（6.1％）

5.2％
（6.4％）

9.7％
（8.5％）

5.0％
（8.8％）

7.4％
（6.2％）

13.7％
（8.2％）

（※１）四捨五入の関係で値が完全に一致しない場合がある。 （※２） 「技能実習３号で戻る」及び「建設（造船）特定活動で戻る」は平成30年度から選択肢に追加。建設（造船）特定
活動とは、建設（造船）分野の外国人材受入れのための緊急かつ時限的措置に係る在留資格。
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平成30年度「帰国後技能実習生に対する支援実態等調査」（概要）

１．調査趣旨

３．調査方法

本調査は、技能実習生を受け入れている監理団体及び企業単独型実習実施者（以下「監理団体等」という。）につ
いて、平成29年度に帰国した技能実習生（以下「元実習生」という。）への帰国後の就職状況、就職支援・技能移転に
係る支援の実態や技能実習期間中の技能等の修得等の実態を明らかにすることを目的とする。

調査対象数 有効回答数 回収率

2,072 1,545 74.6％

1

（別添２）

２．調査対象

（１）技能実習生を受け入れている監理団体等に対し、調査票を送付
（２）調査対象者は調査票に回答し、外国人技能実習機構調査事務局に調査票を返送
（３）多肢選択方式及び自由記載

元実習生を受け入れていた監理団体等

４．有効回答数・回収率
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元実習生の帰国後の送出機関との連携状況
送出機関との連携状況

元実習生の帰国後の状況の把握等について、監理団体が送出機
関と「連携できている機関数」は4,502機関となっている。

4,502 

1,195 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

連携できている機関

連携できていない機関

5.6%

24.5%

33.5%

15.1%

6.8%

2.5%

1.9% 1.1% 0.6%
8.5% 0 1

2~3 4~5

6~7 8~9

10~14 15~19

20以上 空白

連携できている送出機関の状況

監理団体が連携できている送出機関の数について、２～３
の機関と回答した監理団体が最も多く33.5％となっている。

元実習生の帰国後の就職状況
元実習生の帰国後の就職状況

元実習生の帰国後の就職状況について、「雇用されて働いている
（44.5％）」、「雇用されて働くことが決まっている（5.8％） 」または
「起業している（5.5％） 」と回答した合計が55.9％となっている。

雇用されて働い

ている
44.5%

雇用されて働く

ことが決まって

いる
5.8%

起業して

いる
5.5%進学している

1.7%

仕事を探し

ている
5.3%

何もしていない
3.4%

その他
6.7%

把握していない
27.0%

帰国後の仕事内容

元実習生の従事する仕事の内容が、「技能実習と同じ仕
事（39.6％）」または「技能実習と同種の仕事（20.4％）」と回
答した合計は60.0％となっている。

技能実習と同じ
39.6%

技能実習と同種

の仕事
20.4%

技能実習と異な

る仕事
26.2%

把握してない
13.7%
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元実習生への技能移転を進めるための措置状況

元実習生が就職するために「支援を行った」と回答した監理団
体等が51.2％となっている。

元実習生への帰国後の支援状況

支援を

行った
51.2%支援をし

ていない
36.0%

無回答
12.8%

元実習生への就職のための支援状況

元実習生への技能移転を進めるための措置を「執っている」と
回答した監理団体等が37.0％となっている。

執っている
37.0%

執っていな

い
48.9%

無回答
14.1%

実習中の技能実習の進捗状況

現在、在留する実習生について、「技能実習
計画どおりに進んでいる」と回答した監理団
体等が94.4％となっている。

技能実習

計画どお

りに進ん

でいる
94.4%

遅延して

いる
1.2%

無回答
4.3%実習生の技能実習の進捗状況について
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令和元年 10 月 1 日   

平成 29 年度・平成 30 年度外国人技能実習機構業務統計 概要 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 技能実習計画の認定 

１ 技能実習区分別技能実習計画認定件数（1-1）【図 1-1】 

平成 30 年度に認定を受けた技能実習計画件数は 389,321 件(平成 29 年度：63,627 件。

以下、平成 29 年度の数値を（ ）内に記載。)であった。 

技能実習区分別にその構成をみると、最も多いのが第１号団体監理型技能実習で 47.0％

（37.6％）、次いで第２号団体監理型技能実習で 46.5％（57.6％）となっている。 

 

 
（参考）令和元年７月末までに認定を受けた技能実習計画の総数は 568,845 件である。 

1.6%

37.6%

1.6%

57.6%

0.0% 1.6%2.0%

47.0%

0.9%

46.5%

0.1% 3.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

第
１
号
企
業
単
独
型

第
１
号
団
体
監
理
型

第
２
号
企
業
単
独
型

第
２
号
団
体
監
理
型

第
３
号
企
業
単
独
型

第
３
号
団
体
監
理
型

図1-1 技能実習区分別 計画認定件数（構成比）

平成29年度 平成30年度

【業務統計表作成に当たって】 

・ 本業務統計は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（以

下「技能実習法」という。）が施行された日（平成 29 年 11 月１日）から平成 31 年３月 31

日までの外国人技能実習機構の業務の状況を年度別に集計したものである。 

・ 本概要においては、平成 30 年度業務統計を中心に記載しているが、適宜、平成 29 年度業務

統計についても記載している。なお、平成 29 年度業務統計は５か月間の集計であることに留意

が必要である。 

・ （1-1）等の表記は関連する別添の業務統計個表の番号を指し、【図 1-1】【表-1】等は本概

要に掲載している図又は表の番号を指している。 
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２ 年齢・男女別技能実習計画認定件数（1-2）【図 1-2】【図 1-3】 

技能実習生の年齢別（男女計）に構成をみると、20～24 歳の範囲が最も多く 38.8％

（39.5％）、次いで 25～29 歳が 30.0％（28.3％）、30～34 歳が 16.4％（14.7％）とな

っている。 

また、男女別では、男性が 57.2％、女性が 42.8％となっている。 

 

 

 
 

 

 
  

8.7%

39.5%

28.3%

14.7%

5.8%
2.2%

0.7% 0.1%
4.6%

38.8%

30.0%

16.4%

6.5%
2.5%

1.0% 0.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%
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３ 職種別技能実習計画認定件数（1-4）【図 1-4】 

職種別にみると、移行対象職種・作業（第２号技能実習又は第３号技能実習の実施が可能

な職種・作業をいう。以下同じ。）別の構成では、職種全体のうち、その他（※１）が最も多く

22.0％（20.5％）、次いで機械・金属関係の職種が 18.７％（20.1％）、建設関係の職種が

18.3％（14.1％）、食品製造関係の職種が 18.1％（20.2％）となっている。 

また、移行対象職種・作業以外の取扱職種による技能実習計画の認定を受けた件数の割合は、

全体の 3.6％（4.2％）となっている。  

 

 
※１ その他の職種は、家具製作、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、塗装、溶接、

工業包装、紙器・段ボール箱製造、陶磁器工業製品製造、自動車整備、ビルクリーニング、介護、

リネンサプライである。以下同じ。 

※２ 主務大臣が告示で定める職種は、空港グランドハンドリングである。以下同じ。 

※３ 移行対象職種・作業以外の取扱職種は、第２号技能実習又は第３号技能実習を実施でき

ない職種である。以下同じ。 
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４ 国籍・地域別技能実習計画認定件数（1-5）（1-6）【図 1-5】～【図 1-11】 

技能実習生の国籍・地域別に構成をみると、ベトナムが 196,732 件（27,528 件）で 50.5％

(43.3％)と全体の約半分を占め、次いで中国の 89,918 件（18,581 件）で 23.1％

（29.2％）、フィリピンの 35,515 件（6,503 件）で 9.1％（10.2％）となっている。 

 

 
 

  

43.3%

29.2%

10.2% 8.6%

3.1%
2.3%

2.2%

0.3%
0.7%

50.5%

23.1%

9.1%

8.2%
2.9%

2.8% 2.3% 0.5%
0.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ベ
ト
ナ
ム

中
国

フ
ィ
リ
ピ
ン

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

タ
イ

ミ
ャ
ン
マ
ー

カ
ン
ボ
ジ
ア

モ
ン
ゴ
ル

そ
の
他

図1-5 国籍・地域別 計画認定件数（構成比）
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技能実習計画認定件数の多い上位３か国について、職種別の構成をみると、以下のような結果と

なっている。 
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図1-6 ベトナム

※ 平成30年度

その他
20.7%

食品製造関係
18.0%

機械・金属関係
17.4%

繊維・衣服関係
16.2%

農業関係
12.4%

建設関係
9.0%

移行対象対象職種・
作業以外の取扱職種

5.6%

漁業関係
0.8%

図1-7 中国
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技能実習計画認定件数の多い上位３職種について、国籍・地域別の構成をみると、以下のよう

な結果となっている。 

 

 
  

その他
30.3%

機械・金属関係
21.1%

建設関係
19.4%

農業関係
12.2%

食品製造関係
11.0%

移行対象対象職種・作
業以外の取扱職種

3.2%

繊維・衣服関係
2.7%

主務大臣が告示で定める職種
0.1%

漁業関係
0.1%

図1-8 フィリピン

※ 平成30年度

ベトナム
49.0%

中国
21.7%

フィリピン
12.5%

インドネシア
9.2%

タイ
3.0%

ミャンマー
2.8%

カンボジア
1.2%

モンゴル
0.3%

その他
0.3%

図1-9 その他

※ 平成30年度



 

7 

 

 

 
 

 

 
  

ベトナム
50.2%

中国
21.5%

インドネシア
10.7%

フィリピン
10.3%

タイ
4.4%

ミャンマー
1.4%

カンボジア
0.5%

モンゴル
0.4% その他

0.5%

図1-10 機械・金属関係
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５ 都道府県別技能実習計画認定件数（1-7）【表 1-1】 

認定を受けた技能実習計画を、技能実習が実施されている事業所の所在する都道府県別の構

成でみると、愛知県が最も多く全体の 10.2％を占めている。 

※ 技能実習を行わせる事業所が複数の都道府県にまたがる場合は、主な事業所の所在地で集計

している。 

 

表 1-1 平成 30 年度 都道府県別計画認定件数（構成比） 

都道府県 構成比  都道府県 構成比  都道府県 構成比 

北海道 3.7%  石川県 1.6%  岡山県 2.6% 

青森県 0.6%  福井県 1.3%  広島県 4.5% 

岩手県 0.9%  山梨県 0.5%  山口県 1.4% 

宮城県 1.2%  長野県 2.1%  徳島県 0.8% 

秋田県 0.3%  岐阜県 3.9%  香川県 1.7% 

山形県 0.6%  静岡県 4.0%  愛媛県 1.8% 

福島県 1.2%  愛知県 10.2%  高知県 0.5% 

茨城県 4.4%  三重県 3.0%  福岡県 3.4% 

栃木県 2.0%  滋賀県 1.5%  佐賀県 0.8% 

群馬県 2.9%  京都府 1.2%  長崎県 0.8% 

埼玉県 4.7%  大阪府 4.3%  熊本県 2.1% 

千葉県 4.4%  兵庫県 3.3%  大分県 1.1% 

東京都 3.2%  奈良県 0.7%  宮崎県 0.9% 

神奈川県 3.2%  和歌山県 0.3%  鹿児島県 1.5% 

新潟県 1.1%  鳥取県 0.5%  沖縄県 0.7% 

富山県 1.8%  島根県 0.6%    
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６ 都道府県別、職種別技能実習計画認定件数（1-8）【表 1-2】 

職種別に、技能実習が実施されている事業所の多い都道府県（上位５都道府県）は、以下の

ような結果となっている。 

 

表 1-2 平成 30 年度 都道府県別職種別計画認定件数（構成比） 

  １位 ２位 ３位 ４位 ５位 

１ 農 業 関 係 
茨城県 熊本県 北海道 千葉県 長野県 

18.9% 9.6% 9.2% 6.4% 5.2% 

２ 漁 業 関 係  
広島県 北海道 岡山県 宮崎県 石川県 

28.4% 13.4% 6.6% 6.3% 5.4% 

３ 建 設 関 係 
東京都 埼玉県 愛知県 神奈川県 千葉県 

10.0% 10.0% 8.6% 7.8% 6.8% 

４ 食 品 製 造 関 係 
北海道 千葉県 愛知県 埼玉県 静岡県 

9.6% 6.4% 6.2% 4.5% 4.5% 

５ 繊 維・衣 服 関 係 
岐阜県 岡山県 愛知県 愛媛県 福井県 

12.2% 7.3% 6.5% 5.5% 5.1% 

６ 機 械・ 金 属 関 係 
愛知県 兵庫県 大阪府 静岡県 三重県 

15.9% 6.0% 5.9% 5.8% 5.6% 

７ その他 
愛知県 広島県 大阪府 岐阜県 静岡県 

14.4% 6.9% 5.2% 4.8% 4.7% 

８ 主務大臣が告示で定める職種  
千葉県 東京都 大阪府 

－ － 
55.6% 22.2% 22.2% 

９ 移行対象職種・作業以外の取扱職種  
愛知県 長野県 群馬県 静岡県 神奈川県 

8.3% 7.4% 6.5% 6.0% 5.5% 
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７ 都道府県別、国籍・地域別技能実習計画認定件数（1-9）【表 1-3】 

技能実習生の国籍・地域別に、技能実習が実施されている事業所の多い都道府県（上位５都

道府県）は、以下のような結果となっている。 

 

表1-3 平成30年度 都道府県別、国籍・地域別計画認定件数（構成比） 

  １位 ２位 ３位 ４位 ５位 

ベトナム 
愛知県 大阪府 埼玉県 広島県 千葉県 

9.4% 5.2% 4.9% 4.5% 4.2% 

中国 
愛知県 岐阜県 茨城県 千葉県 北海道 

11.8% 6.8% 5.4% 4.7% 4.6% 

フィリピン 
愛知県 広島県 静岡県 埼玉県 茨城県 

10.9% 6.8% 6.6% 5.1% 4.4% 

インドネシア 
愛知県 茨城県 静岡県 埼玉県 群馬県 

9.1% 8.7% 6.4% 5.7% 4.2% 

タイ 
愛知県 千葉県 茨城県 広島県 三重県 

14.1% 8.5% 6.6% 6.6% 6.5% 

ミャンマー 
愛知県 北海道 福岡県 埼玉県 大阪府 

6.4% 5.2% 5.1% 4.6% 4.6% 

カンボジア 
愛知県 茨城県 岐阜県 熊本県 岡山県 

9.6% 7.3% 6.6% 4.6% 3.5% 

モンゴル 
神奈川県 千葉県 埼玉県 愛知県 三重県 

13.0% 12.1% 11.2% 9.9% 9.1% 

その他 
茨城県 愛知県 群馬県 埼玉県 香川県 

15.2% 14.6% 6.8% 6.4% 6.1% 

 

  



 

11 

 

第２ 監理団体の許可 

１ 事業区分別監理団体許可件数（2-1）【図 2-1】 

平成 30 年度に許可を受けた監理団体は 486 件（2,034 件）で、事業区分別にみると、一般

監理事業は 24 件（743 件）で 4.9％、特定監理事業は 462 件（1,291 件）で 95.1％とな

っている。 

※ 監理団体の許可には、一般監理事業と特定監理事業の許可の２つの区分があり、一般監理

事業の許可を受ければ第１号団体監理型技能実習から第３号団体監理型技能実習までのす

べての技能実習に係る監理事業を行うことができ、特定監理事業の許可を受ければ第１号団体

監理型技能実習及び第２号団体監理型技能実習の技能実習に係る監理事業を行うことができ

る。 

 

（参考）令和元年８月末現在の許可を受けた監理団体数（廃止・取消しした監理団体を除く）

は 2,654 件である。 

 

 
 

  

4.9% 95.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

図2-1 平成30年度 事業区分別監理団体許可件数（構成比）

一般監理事業 特定監理事業
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２ 職種別監理団体許可件数（2-3）【図 2-2】 

監理団体が許可を受ける際に申請する監理事業対象職種をみると、建設関係が 1,088 件

（10,381 件）で 45.0％と最も多く、次いでその他が 436 件（7,064 件）で 18.0％、機械・金

属関係が 397 件（7,324 件）で 16.4%となっている。 
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図2-2 職種別監理団体許可件数（構成比）

※ 平成30年度
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３ 送出国・地域別監理団体許可件数（2-4）【図 2-3】 

監理団体が許可を受ける際に申請する外国の送出機関を送出国・地域別にみると、ベトナムの

297 件（1,473 件）が 43.4％と最も多く、次いで中国が 149 件（1,375 件）で 21.8％、イン

ドネシアが 65 件（343 件）で 9.5％となっている。 
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図2-3 送出国・地域別監理団体許可件数（構成比）

※ 平成30年度
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４ 都道府県別監理団体許可件数（2-5）【図 2-4】 

監理団体許可件数を法人の所在地の都道府県別にみると、愛知県が 47 件（179 件）で

9.7％と最も多く、次いで東京都が 41 件（213 件）で 8.4％、大阪府が 38 件（99 件）で

7.8％となっている。 
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第３ 技能実習実施困難時届出 

１ 事由別技能実習実施困難時届出件数（3-1）【図 3-1】 

平成 30 年度に、認定を受けた技能実習計画どおりに技能実習を行うことができず、技能実習実

施困難時届出があったのは 22,664 件（238 件）である。 

届出の事由別にみると、実習生都合 81.4％、実習実施者都合 14.5％、監理団体都合 4.0％

となっている。 
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図3-1 事由別 届出件数（構成比）

監理団体都合 実習実施者都合 実習生都合
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第４ 相談・援助 

１ 言語別、内容別母国語相談件数（4-1）【図 4-1】～【図 4-3】 

平成 30 年度に母国語相談（技能実習生からの実習や生活上の相談を母国語で受け付けるも

の）に寄せられた相談の件数は 2,695 件（854 件）であった。 

言語別にみると、ベトナム語が最も多く 1,537 件（572 件）で 57.0％、次いで中国語の 455

件（214 件）で 16.9％となっている。 

内容は、「賃金・時間外労働等の労働条件に関すること」が 541 件（143 件）、「管理に関する

こと」が 445 件（56 件）となっている。 
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す
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す
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す
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に
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す
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と

そ
の
他

図4-3 内容別 母国語相談件数

平成29年度 平成30年度
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２ 職種別受検手続支援件数（延べ人数）（4-3）【図 4-4】 

技能実習生の受検手続支援（実習生が、技能検定等を適切に受検し、次の段階の技能実習

に移行できるよう、試験機関等への申請の取次等を行うもの）について、職種別にみると、そう菜製

造業が最も多く 8.8％、次いで耕種農業が 8.1％、溶接が 7.4％となっている。 

 

 

 
 

 

 

第５ 国際関係（5-1） 

１ 二国間取決め締結状況と送出機関の認定状況 

技能実習生の送出しについては、送出国政府の推薦を受けた送出機関から受け入れることとされ

ている。この点、送出国政府との間において二国間取決めがされている場合には、送出国政府が送

出機関の認定を行っている。 

同取決めの締結国は平成 31 年３月末時点で 13 か国となっている。また、送出機関数について

は同時点で 957 機関となっている。 

 

 （参考）同取決めの締結国は令和元年８月末現在、14か国、送出機関数は同時点で1,232機

関である。 

 

 

  

そう菜製
造業
8.8% 耕種農業

8.1%

溶接
7.4%

婦人子供服製造
6.5%

プラスチック成形
5.5%

とび
5.0%

機械加工
4.2%電子機器組立て

3.6%
非加熱性水産加工食品製造業

3.4%

塗装
3.3%

その他
44.3%

図4-4 職種別試験実施機関取次件数（構成比）

※ 平成30年度
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第６ 実地検査（6-1）（6-2）（6-3）【図 6-1】～【図 6-2】 

外国人技能実習機構が、平成 29 年 11 月から平成 31 年３月までの間に実地検査を行った実

習実施者及び監理団体の数は 10,375 である。 

このうち、技能実習法違反が認められた実習実施者及び監理団体の数は 4,169（違反割合

40.2％）であり、違反件数は 8,513 件である。 

主な違反の内容は、 

・ 実習実施者については、「帳簿書類の作成・備付けの不備」（1,904 件）、「宿泊施設等の不

備」（764 件） 

・ 監理団体については、「帳簿書類の作成・備付け、届出等が不適切」（2,115 件）、「監理団

体の運営体制の不備」（1,107 件） 

である。 

※ 図 6-1～図 6-2 は平成 29 年度分と平成 30 年度分の合計である。 

 

 

 

 

   

実地検査を実施した実習実施者及び監理団体の数  

実習実施者  7,891 

監理団体    2,484 

計         10,375 

 

 技能実習法違反が認められた実習実施者及び監理団体の数  

実習実施者  2,752（違反割合 34.9％） 

監理団体    1,417（違反割合 57.0％） 

計          4,169（違反割合 40.2％） 

 

実習実施者及び監理団体において確認された違反の件数（違反条文数） 

実習実施者  4,707 

監理団体    3,806 

計          8,513 

 

 

 

実地検査で技能実習法違反が認められたものについては、改善に向けた指導を行うとともに、改善

状況を確認している。 

また、特に悪質な事案については、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣による行政処分等（実

習実施者については改善命令や計画認定取消、監理団体については改善命令や許可取消等）の対象と

なる。 

（注）一つの実習実施者又は監理団体について複数の違反が確認される場合があることから、違反が

確認された実習実施者又は監理団体の数と違反件数は一致しない。 

【参考：平成 30 年度末までに実施した行政処分等の状況】 

 ◎実習実施者：認定計画取消し 8 者 151 件、改善命令 1 者 １件 

 ◎監理団体 ：許可取消し 1 団体、改善命令 0  
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※ 図 6-1、図 6-2 の（ ）内は、違反件数全体に占める割合である。 

21 （0.4％）

147 （3.1％）

359 （7.6％）

390 （8.3％）

514 （10.9％）

608 （12.9％）

764 （16.2％）

1,904 （40.5％）

0 500 1,000 1,500 2,000

技能実習生の保護に関するもの

技能実習生が負担する金額等が不適正

報酬等の支払いが不適切

実習実施体制等の不備

届出・報告等が不適切

実習内容等が計画と相違

宿泊施設等の不備

帳簿書類の作成・備付けの不備

図6-1 違反状況（実習実施者）

39 件 （1.0％）

172件 （4.5％）

373 件 （9.8％）

1,107 件 （29.1％）

2,115 件 （55.6％）

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

技能実習生の保護に関するもの

監査報告書等の提出が不適切

実習実施者の監理・指導が不適切

監理団体の運営体制の不備

帳簿書類の作成・備付け、届出等が不適切

図6-2 違反状況（監理団体）
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機構本部指導課又は機構地方事務所指導課

指導の終了
（重大悪質な場合、行政処分
等となる場合があります）

実地検査

３ 実地検査と行政処分等について

【実地検査の一般的な流れについて】

〇改善命令（技能実習法第15条）
認定計画に従って技能実習を行わせていない場合
や技能実習法令、出入国・労働関係法令に違反した場
合に、必要な措置を期限を定めて命令

〇認定の取消し（技能実習法第16条）
・認定計画に従って技能実習を行わせていない場合
・欠格事由に該当した場合
・実地検査に際して虚偽の報告等をした場合
・改善命令に違反した場合

など。

【行政処分等の種類について】

法違反等が認められた場合 法違反等が認められなかった場合

行政処分等

文書指導
（改善勧告・改善指導）

指導の
終了

実地検査の結果、認定計画に従って技能実習を実
施していなかったことや技能実習法に違反していた
こと等が判明したときは、出入国在留管理庁長官及
び厚生労働大臣が改善命令または認定の取消しを行
う場合があります。
認定を取り消された場合、新たな技能実習は5年

間できなくなります。
常日頃から関係法令を遵守することはもとより、

機構からの実地検査時の指摘等については、迅速に
改善を図るようにして下さい。

※再度の実地検査を実施せず、行政処分等となる場合があります

改善された場合

全国の実習実施者及び監理団体

改善されなかった場合
重大悪質な場合

再度の実地検査（※）、改善報告による確認等

４ 関係法令

○ 技能実習計画の認定制（第８条）
実習実施者は技能実習計画を作成し、認定を受ける必要

があります。

○ 技能実習計画の認定基準（第９条）

技能実習を行わせようとする者は、技能実習生ごとに技能実習
計画を作成し、認定を受けることができるとされており、当該技能
実習計画の適切性の担保のため、認定基準が設けられています。

〇 認定の欠格事由（第10条）
出入国・労働に関する法令違反で罰金刑に処されて５年

経過しない場合や、暴力団員に該当する場合などには認定
を受けることができません。

○ 実地検査（第14条）
機構は、技能実習計画の認定や技能実習生の保護を行う

ため、必要な限度で実習実施者や監理団体等に対して、
①報告・帳簿書類の提出・提示を求める事務
②質問、設備・帳簿書類その他の物件を検査する事務

ができます。

○ 改善命令等（第15条）
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、認定計画に

従って技能実習を行わせていない場合や技能実習法令、出
入国・労働関係法令に違反した場合に、適正な技能実習の
実施を確保するため、改善に必要な措置を期限を定めて命
令できます。

○ 認定の取消等（第16条）
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、
①認定計画に従って技能実習を行わせていない場合
②認定計画が認定基準に該当しなくなった場合
③欠格事由に該当した場合
④主務大臣の報告徴収に対する虚偽報告・答弁等
⑤機構の実地検査に対する虚偽報告・答弁等
⑥改善命令に違反した場合
⑦出入国又は労働に関する法令に関し不正または著しく
不正な行為をした場合

に該当するときは、実習認定を取り消すことができます。

○ 実習実施者の届出制（第17条及び18条）
実習実施者について、届出制としています。

○ 禁止行為（第48条）
旅券の保管や私生活の不当な制限等の技能実習生に対す

る人権侵害行為等は禁止されています。

【技能実習法】 【労働基準法】

○ 賃金の支払い（第24条）
賃金は、通貨で、全額を毎月１回以上、一定の期日

を定めて労働者に直接支払わなければなりません。
また、法令で定められているもの以外を控除する場合

には、労働者の過半数を代表する者との書面による労使

協定等の一定の手続きが必要です。

○ 休業手当の支払い（第26条）
会社側の都合により労働者を休業させた場合には、

休業させた所定労働日について、平均賃金の６割以上
の手当を支払わなければなりません。

○ 労働時間（第32条、第36条）
休憩時間を除いて、１週間に40時間、１日に８時間

を超えて労働させてはなりません。時間外・休日労働
をさせるためには労使協定等の一定の手続きが必要で
す。

○ 時間外、休日及び深夜の割増賃金（第37条）
時間外、深夜に労働させた場合にはそれぞれ２割５

分以上、法定休日に労働させた場合には３割５分以上
の割増賃金を支払わなければなりません。

☆賃金の支払いの５原則とその例外

①法令・労働協約に現物支給の定めがある場合

②金融機関の口座振込による支払いについて、
労使協定と労働者の同意（書面）がある場合

＜賃金控除が認められる場合＞
①法令による場合（公租公課）
②労使協定による場合（宿舎費など）

臨時の支給、賞与、査定期間が１ヶ月を超える
場合の精勤手当・能率手当など

使用者は、賃金を

① 通貨で

② 直接

③ 全額

④ 毎月１回以上

⑤ 一定期日に

労働者に支払う

【最低賃金法】

○ 最低賃金（第４条）
最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

地域別最低賃金

最低賃金

産業別最低賃金

各都道府県ごとに全ての労働者及び
使用者に適用される。

各都道府県ごとに一定の事業や職業に従事
する基幹労働者及び使用者に適用されるに
全ての労働者及び使用者に適用される。



外国人技能実習機構（Organization for Technical 
Intern Training(OTIT））(以下「機構」という。)は、
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護
に関する法律（以下「技能実習法」という。）」に基づ
き法務省及び厚生労働省が所管する認可法人です。
外国人の技能等の修得等に関し、技能実習の適正な実

施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じ
た開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を推
進することを目的として平成29年１月25日に設立され
ました。
機構の主な業務は、技能実習計画の認定、実習実施

者・監理団体に対する実地検査、各種届出の受理、相
談・援助業務等があります。

実習実施者のみなさまへ

外国人技能実習機構について
～機構の実地検査にご協力をお願いします～

１ 外国人技能実習機構とは

２ 外国人技能実習機構が行う実地検査

◆機構の職員は、主務大臣からの委任を受けて、実習
実施者に対して実地検査を行うことが技能実習法に定
められています（技能実習法第14条）。

◆実地検査には、関係者から相談、申告、情報提供が
あった場合等に直ちに行う臨時検査、原則、監理団体
に１年に１度、実習実施者に３年に１度実施する定期
検査があります。

◆実地検査において、認定計画に従って技能実習が適
正に行われているか確認するため、実習実施者に報告
を求め、必要な帳簿書類等を確認します。
技能実習法違反の場合や出入国・労働関係法令違反

が疑われる場合などには、改善勧告・改善指導を行い
ます。

◆改善勧告・改善指導に対して書面で改善報告を求め
るほか、再度訪問して実地に改善状況を確認する場合
があります。

◆実習実施者は、機構の実地検査に際して、虚偽の報
告や虚偽の必要書類の提出等をした場合には、認定計
画の認定が取消される場合がありますのでご注意下さ
い。

６ 本部・事務所一覧

札幌事務所(北海道）
〒060-0034 北海道札幌市中央区北４条東２－８－２
マルイト北4条ビル５階 電話：011-596-6470

仙台事務所（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県）
〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町１－２－１仙台フコク生命ビル

電話：022-399-6326

東京事務所（栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県）

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町２－７－２ＮＫビル４階及び７階
電話：03-6433-9971

水戸支所（茨城県）
〒310-0062 茨城県水戸市大町１－２－４０朝日生命水戸ビル３階

電話：029-350-8852

長野支所（新潟県、長野県）
〒380-0825 長野県長野市南長野末広町１３６１ナカジマ会館ビル６階

電話：026-217-3556

名古屋事務所（岐阜県、静岡県、愛知県、三重県）
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄４－１５－３２日建・住生ビル５階

電話：052-684-8402

富山支所（富山県、石川県、福井県）
〒930-0004 富山県富山市桜橋通り５－１３富山興銀ビル１２階

電話：076-471-8564

大阪事務所（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県）
〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋４－２－１６大阪朝日生命館３階

電話：06-6210-3351

広島事務所（鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県）
〒730-0051 広島県広島市中区大手町３－１－９広島鯉城通りビル
(旧鯉城広島サンケイビル)3階 電話：082-207-3126

高松事務所（徳島県、香川県）
〒760-0023 香川県高松市寿町２－２－１０高松寿町プライムビル７階

電話：087-802-5850

松山支所（愛媛県、高知県）
〒790-0003 愛媛県松山市三番町７－１－２１ジブラルタ生命松山ビル

電話：089-909-4110

福岡事務所（福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、沖縄県）
〒812-0029 福岡県福岡市博多区古門戸町1-1

電話：092-710-4070

熊本支所（熊本県、宮崎県、鹿児島県）
〒860-0806 熊本県熊本市中央区花畑町１－７ＭＹ熊本ビル２階

電話：096-223-5372

外国人技能実習機構 本部監理団体部・技能実習部
〒108-0022 東京都港区海岸３－９－１５ＬＯＯＰ－Ｘ３階

電話：03-6712-1923（監理団体部）
電話：03-6712-1938（技能実習部）

ホームページ https://www.otit.go.jp/

OTIT 検索

５ 必要な手続きを忘れていませんか

【届出先：実習実施者の本店住所地を管轄する
地方事務所・支所の認定課】

○技能実習計画軽微変更届出及び変更認定申請
技能実習計画を変更する場合、軽微な変更に当

たる場合には届出が、重要な変更の場合には事前
に技能実習計画変更認定の申請が必要です（変更
事由発生後１か月以内）。

○実習実施者届出
初めて技能実習生を受け入れて技能実習を行わ

せた場合に１回のみ提出が必要です（技能実習開
始後遅滞なく）。

○実施状況報告書
前年度の実習実施状況を記載した報告書の提出

が必要です（毎年４月から５月末までの間）。

○技能実習実施困難時届出
実習認定の取消し、倒産等の経営上・事業上の

理由があった場合、技能実習生について、病気や
怪我、実習意欲の喪失、ホームシック、行方不明
などにより技能実習の実施が困難となった場合に
届出が必要です。
※団体監理型技能実習の場合は、監理団体が届
出を行うので、事由発生後、監理団体に通知
を行うことが必要です。

【届出先：実習実施者の本店住所地を管轄する
地方事務所・支所の指導課】

○実習認定取消し事由該当事実に係る報告書
実習認定の取消事由に該当することとなった場

合には報告が必要です。
※監理団体が届出を行うので、事由発生後、遅
滞なく監理団体に報告を行うことが必要です。


